
福祉・介護職員等処遇改善加算に係る実績報告について 

（令和７年度実績分） 

【対象：京都市を除く府内市町村に所在する障害福祉サービス等事業者】 
 

 

 令和７年度に福祉・介護職員等処遇改善加算を算定された事業者は、どのような賃金改善を実施したか

などについて報告していただく必要があります。 

つきましては、下記に御留意の上、必要書類を提出いただきますようお願いします。 

 

記 

 

１ 提出先（別添提出窓口一覧参照）  

事業所所在地を所管する保健所 

   （加算体制届の提出先と同様、それぞれの窓口に提出してください。） 

※複数事業所のうち、一部が京都市内に所在する場合は、別途京都市に提出する必要がありま 

す。詳細は、京都市障害保健福祉推進室ホームページ（外部リンク）を御確認願います。 

 

２ 提出書類  

・福祉・介護職員等処遇改善加算実績報告書（別紙様式３－１、３－２） 

 ※押印は不要です。 

・提出書類の様式は、京都府ホームページ（外部リンク）からダウンロードしてください。 

 

３ 提出期限等  

（１）提出期限 

令和８年７月３１日（金）消印有効 

※ 令和７年度中に事業所を廃止又は休止した場合を除き、福祉・介護職員等処遇改善計画書におけ

る賃金改善実施期間にかかわらず、令和７年度分として上記期限での提出が必要です。 

（２）提出方法 

提出窓口への持参又は郵送 

※ 本報告書の提出に対し、京都府から受理通知等は発行いたしません。受理確認が必要な場合は、

控えと返信用封筒（切手を貼ったもの）を同封してください。 

 

４ 相談窓口  

京都府では令和８年度においても株式会社エイデル研究所による相談窓口を開設しておりますの

で、是非御活用ください。 

 

株式会社エイデル研究所 

【連絡先】０７５－２５３－０２０１ 

【電話受付時間】平日１０時３０分から１６時３０分 

 

https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000354764.html
http://www.pref.kyoto.jp/shogaishien/syougaifukusisa-bisutouhousyuukaiteitodoke.html

